
いわき市職員倫理条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託

された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要

な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を

招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保すること

を目的とする。 

（定義等） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 職員 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一

般職に属する職員をいう。 

⑵ 任命権者 地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者（同条第２項の

規定により権限を委任された者を含む。）をいう。 

⑶ 事業者等 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあ

るものを含む。）その他の団体及び事業を行う個人（当該事業の利益のため

にする行為を行う場合における個人に限る。）をいう。 

２ この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う

場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第３号の事業者等とみ

なす。 

（職員が遵守すべき職務に係る倫理原則） 

第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者で

はないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有

利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正

な職務の執行に当たらなければならない。 

２ 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自

らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 

３ 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使

の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような



行為をしてはならない。 

（任命権者の責務） 

第４条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の

必要な措置を講じなければならない。 

（職員倫理規則） 

第５条 市長は、第３条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の

保持を図るために必要な事項に関する規則（以下この条及び次条において「職

員倫理規則」という。）を定めるものとする。この場合において、職員倫理規

則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員

の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行

為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。 

（贈与等の報告） 

第６条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しく

は供応接待（以下「贈与等」という。）を受けたとき又は事業者等と職員の職

務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定

める報酬の支払を受けたとき（当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受

けた時において職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益

又は当該支払を受けた報酬の価額が１件につき 5,000円を超える場合に限

る。）は、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び10月

から12月までの各区分による期間（以下この条において「四半期」という。）

ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の

初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。 

⑴ 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額 

⑵ 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びそ

の基因となった事実 

⑶ 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住 

 所 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項 

（報告書の保存及び閲覧） 

第７条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者



において、当該受理の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年を

経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書

（贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が１件につき２万円を

超える部分に限る。）の閲覧を請求することができる。ただし、公にすること

により、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

あるものとして任命権者が認める事項に係る部分については、この限りでな

い。 

（倫理監督者） 

第８条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する者（次

項において「倫理監督者」という。）を置く。 

２ 倫理監督者は、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行

うとともに、任命権者の指示に従い、職員の職務に係る倫理の保持のための体

制の整備を行うものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が規則で定める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第６条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた

報酬について適用する。 


